
越 教 第 ８ １ ９ 号 

令和 4 年 ６月 １ 日 

保護者各位 

越前市教育委員会 

 

        市立小・中学校における勤務時間外の電話対応について 

 

 日頃より、本市の教育行政にご理解・ご協力いただき感謝申し上げます。 

 さて、昨今、教職員の⾧時間勤務の常態化が社会的にも大きな関心を集める中、本市教育委員

会におきましても、教職員の働き方を見直し、子ども達に対してより充実した教育活動を行うこ

とができるようにすることを目的として、学校における働き方改革を進めているところです。 

 教職員の勤務時間を意識した働き方を進めるための方策の一つとして、市立小・中学校におい

て、勤務時間外の電話対応を下記のとおり行うこととしました。 

 保護者の皆様におかれましては、取り組みの趣旨についてご理解・ご協力いただきますようお

願い申し上げます。 

 

記 

１ 趣旨 

勤務時間を意識した働き方改革を進め、教職員一人一人が心身ともに健康を保ち、ゆとりを

もって子どもと向き合う時間を確保し、より充実した教育活動を行うことを目的として、留守

番電話を導入し、市立小・中学校が外部からの電話をお受けできる時間帯を限定する。 

 

２ 実施スケジュール 

試行期間（６月６日～６月３０日）を設け、７月１日から運用を開始。 

 

３ 外部からの電話をお受けできる時間帯 

（１）登校日 小学校：午前 7 時 30 分～午後６時 15 分 

中学校：午前 7 時 30 分～午後６時 30 分 

（２）⾧期休業中の平日 午前８時 00 分～午後４時 30 分 

（３）週休日、祝日等の休

日、学校閉庁期間中 

お受けできません 

※学校閉庁期間は、2022 年 8 月 14 日～16 日、12 月 29 日

～2023 年 1 月 3 日です。 

 ※緊急を要する事案の場合は、録音機能がないため、学校代表メールに連絡ください。 

 ※登校日について、上記の時間以外にも電話を受けられない日もあります。その場合は、自動

アナウンスにて、学校代表メールへ案内します。 

 

 

 

 ※万葉中学校の詳細については学校ホームページをご覧ください。 

【お問合せ先】 

越前市教育委員会 教育振興課 ２２−７４５２ 


